
船舶事故調査報告書 

令和５年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年４月７日 ０５時２９分ごろ 

発生場所 鹿児島県指
いぶ

宿
すき

市知
ち

林
りん

ヶ島北北西方沖 

知林ヶ島灯台から真方位３３８°５.９海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３１°２２.１′ 東経１３０°３８.３′） 

事故の概要 貨物船かいようは、北北西進中、また、作業船第六吉
よし

栄
えい

丸は、漁船

第二吉
よし

栄
えい

丸をえい
．．
航して左旋回中、かいようと第六吉栄丸とが衝突し

た。 

事故調査の経過 令和５年４月１９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 かいよう、２９５トン 

１４３５６５、株式会社鹿児島商運組、紀洋海運株式会社（船

舶管理人） 

Ｂ 作業船 第六吉栄丸、１６.６９トン 

ＮＳ２－１３３７６（漁船登録番号）、株式会社吉永 

第２９２－５３３４２号（船舶検査済票の番号） 

Ｃ 漁船 第二吉栄丸、１７トン 

ＮＳ２－２３４７０（漁船登録番号）、株式会社吉永 

第２９２－５３３０３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級（航海） 

  航海士Ａ、四級（航海）（履歴限定） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部ハンドレールに曲損 

Ｂ 左舷船首部の錨台に破損 

Ｃ なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北西、風力 ３、視界 不良 

海象：波高 約１.０ｍ 

日出時刻：０６時００分ごろ 

鹿児島県鹿児島市及び指宿市には、４月６日０９時４３分に雷注意

報が、４月７日０３時４７分に大雨注意報がそれぞれ発表され、本事

故当時も継続中であった。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２人が乗り組み、法定灯火を表示

し、鹿児島市鹿児島港谷山二区で揚げ荷役を行う目的で、航海士Ａが

単独で船橋当直に当たり、６Ｍレンジとしたレーダーを作動させ、真

方位約３３０°の針路及び約７ノット（kn）の速力（対地速力、以下



同じ。）で自動操舵により知林ヶ島北北西方沖を航行していた。 

航海士Ａは、雨で視界が悪く、雨及び波の反射波の影響によりレー

ダー映像における同反射波と物標との判別が難しかったので、レーダ

ーの海面反射抑制（ＳＴＣ*1）及び雨雪反射抑制（ＦＴＣ＊2）の調整

を行った後、目視とレーダーによる見張りを行いながら同じ針路及び

速力で航行を続けていたところ、右舷船首方至近にＢ船の紅灯を認

め、衝突の危険を感じて左舵一杯を取った。 

Ａ船は、左旋回を開始したものの、右舷船尾部とＢ船の左舷船首部

とが衝突した。 

航海士Ａは、レーダー画面を確認したものの、Ａ船に接近する他船

の映像を認めなかったので、接近する他船はいないと思っていた。 

航海士Ａは、ＳＴＣ及びＦＴＣを調整してレーダーを使用していた

ので、物標の映りが悪くなり、６Ｍレンジではレーダー画面にＢ船が

映っていなかったのかもしれないと、また、レーダーの画面を拡大表

示して見張りを行っていれば良かったと、本事故後に思った。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人（インドネシア共和国籍）が乗り組み、長

崎県佐世保港までＣ船を回航する目的で、無人のＣ船を約３５ｍのえ
．

い
．
航索で繋

つな

いで全長約６５ｍの引船列（以下「Ｂ船引船列」とい

う。）を構成し、船長Ｂが単独で船橋当直に当たり、０.７５Ｍレンジ

としたレーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、約３kn の速力で手

動操舵により知林ヶ島北北西沖を南南東進していた。 

船長Ｂは、引船列構成時に表示させる法定灯火を知らず、また、Ｃ

船の主機の不具合により法定灯火を表示させることができなかった

が、そのうち明るくなるので、Ｂ船の両舷灯、マスト灯１個及び船尾

灯を表示し、Ｃ船に黒色球形形象物を掲げた状態で出港していた。 

船長Ｂは、雨で視界が悪かったものの、目視のみで見張りを行い、

えい
．．
航を続けていたところ、空腹を感じたので、操舵室を離れて同室

後方の賄い室に移動して食事の準備を始めた。 

Ｂ船引船列は、その後、左旋回しながら航行を続け、船長Ｂが食事

の準備を終えて操舵室に戻り、前方を見ていたところ、船首方至近に

Ａ船の右舷側船体を認め、衝突の危険を感じて主機を中立運転とした

が、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、前路に航行の支障となる他船を見掛けず、食事の準備を

行う間に他船と出会うことはないと思っていた。 

 船長Ｂは、Ｂ船を操船することが初めてであり、舵を中央にした場

 
＊1 「ＳＴＣ（Sensitivity Time Control）」とは、海面近くの波からの反射波のため、自船の近くにある物標が隠れ

て見えにくくなることを防ぐ感度調整をいう。（設定範囲：0～100） 

 海面反射除去を強く設定した場合、自船付近が見づらくなり、近接している物標も消えてしまう可能性がある。 
＊2 「ＦＴＣ（Fast Time Constant）」とは、雨雪等からの反射波を抑制する回路をいう。（設定範囲：0～100）海

面反射除去機能と雨雪反射除去機能の両方を使用した場合弱い反射は消えてしまう。 

 



合、左旋回しながら航行する特性があることを本事故後に知った。 

 航海士Ａ及び船長Ｂは、本事故発生までの間、汽笛を吹鳴していな

かった。 

分析 

 

Ａ船は、大雨注意報が発表され、雨により視界が制限された状況

下、自動操舵で北北西進中、航海士Ａが、レーダーのＳＴＣ及びＦＴ

Ｃを効かせた状態のレーダーを確認し、Ａ船に接近する他船の映像を

認めず、接近する他船はいないと思い、同じ針路及び速力で航行を続

けたことから、接近するＢ船引船列に至近となるまで気付かず、左舵

一杯を取ったが、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船引船列は、大雨注意報が発表され、雨により視界が制限された

状況下、手動操舵で南南東進中、船長Ｂが、前路に他船を認めず、食

事の準備を行う間に他船と出会うことはないと思い、食事の準備の目

的で操舵室を離れて同室後方の賄い室に移動した後、左旋回をしなが

ら航行を続けたことから、接近するＡ船に至近となるまで気付かず、

Ｂ船とＡ船とが衝突したものと考えられる。 

Ｂ船引船列は、船長Ｂが、手動操舵で舵を中央にした状態で操舵室

を離れたことから、Ｂ船が舵を中央にした場合、左旋回しながら航行

する特性があることを知らず、左旋回しながら航行を続けたものと考

えられる。 

原因 本事故は、夜間、大雨注意報が発表され、雨により視界が制限され

た状況下、Ａ船が北北西進中、Ｂ船引船列が南南東進中、航海士Ａ

が、レーダーのＳＴＣ及びＦＴＣを効かせた状態のレーダーを確認

し、Ａ船に接近する他船の映像を認めず、接近する他船はいないと思

い、同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Ｂが、前路に他船を

認めず、食事の準備を行う間に他船と出会うことはないと思い、食事

の準備の目的で操舵室を離れて同室後方の賄い室に移動した後、左旋

回をしながら航行を続けたため、互いに至近となるまで気付かず、Ａ

船とＢ船とが衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、視界が制限される状況下において、針路を保つこ

とができる最小限度の速力とし、視程の状況を考慮して汽笛を吹

鳴すること。 

・船橋当直者は、レーダーによる見張りを行う場合、レーダーの使

用方法を十分理解した上で、その時の状況に応じた雨雪反射の調

整、レンジの切り換え等を適切に行い、レーダーを有効に活用す

ること。 

・船長は、航行中、操舵室を離れることなく、常時周囲の適切な見

張りを行い、やむを得ず、操舵室を離れる必要がある場合には、

替わりの当直者を立てること。 



・引船列の船長は、夜間に航行する場合、必ず引船列を表す法定灯

火を表示させること。また、被えい
．．
航船舶に法定灯火を表示させ

ることができない場合、夜間にえい
．．
航を行わないこと。 

 

 


